
国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」
及び県の対応方針を踏まえた

次期総合戦略について

資料２



国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」について

令和４年６月７日 ・「デジタル田園都市国家構想基本方針」閣議決定

令和４年９月29日 ・デジタル田園都市国家構想実現会議（策定方針）

令和４年11月30日 ・デジタル田園都市国家構想実現会議（骨子（案））

令和４年12月16日 ・デジタル田園都市国家構想実現会議（本体（案））

令和４年12月23日 ・「デジタル田園都市国家構想総合戦略」閣議決定

・国総合戦略改訂を踏まえた「地方版総合戦略の策
定・効果検証のための手引き」発出

国の総合戦略策定の経過と概要
基本的な考え方や実現に向けた方向性が示される。今後の進め方として，デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮
称）の策定やデジタル田園都市国家構想交付金をはじめとする地方のデジタル実装に係る支援内容が示される。

新たな総合戦略の期間が示されるとともに，今後の方針として，2027年度までのKPIとロードマップ（工程表）を策
定し，地域ビジョンの実現に向けて，施策間連携や地域間連携など具体的方策を位置づけることとされた。また，基本
方針にも記載されていたが，地方においても国の総合戦略に基づき，目指すべき地域ビジョンを再構築し，地方版の
総合戦略を改訂するよう務めることが方針として示された。

2023年度から27年度までの５か年の新たな総合戦略が策定。各府省庁の施策の充実・具体化を図るとともにKPI
とロードマップ（工程表）を位置づけ。地方において，地域の個性や魅力を活かした地域ビジョンを再構築し，地方版
総合戦略を改訂することが示される。国は必要な施策間の連携をこれまで以上に強化するとともに，同様の社会課題
を抱える地方公共団体が連携して取り組めるようデジタルの力を活用した地域間連携の在り方や推進策を提示した。

詳細については４ページ参照

デジタル田園都市国家構想とは，「心ゆたかな暮らし」（Well-
Being）と「持続可能な環境・社会・経済」（Sustainability）を実現
していく構想

＜デジタル田園都市国家構想の取組イメージ全体像
＞

＜主要KPI＞
2030年度までに全ての地⽅公共団体がデジタル実装に取り組むことを⾒据え，デジタル実装

に取り組む地⽅公共団体を，2024年度までに1,000団体，2027年度までに1,500団体とする。
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参考
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高知県の対応方針

県の対応方針

国の総合戦略を踏まえた施策（デジタル実装の基礎条件整備など）を追加するとともに，県版総合戦略に関連する主要な計画等※の最終年度を迎えることから，
令和５年度中に令和６年度から９年度までを計画期間とする新たな総合戦略を策定。

（※ 高知県産業振興計画，日本一の健康長寿県構想，高知県デジタル化推進計画，新たな中山間地域再興ビジョンの策定）

令
和
５
年
度
中
に
新
た
な
総
合
戦
略
を
策
定
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「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を踏まえた地方版総合戦略の改訂手引き

デジタル田園都市国家構想総合戦略の閣議決定を踏まえて改訂された「地方版総合
戦略の策定・効果検証のための手引き」について，以下の見直しが図られている。

見直しの主な内容

１ 施策間連携・地域間連携の重要性についての記載追加
…既存の「地域間連携の重要性」の項目に，「施策間連携の重要性」が追加。
また，連携中枢都市圏・定住自立圏における取組内容を深化させることが重要で
あること，デジタルの力を活用した，地理的な連坦性に捉われない地域間連携も
可能と記載された。

２ デジタル関連の外部有識者の参画に係る例示等追加
…デジタル関連の施策を実効的なものとするため，推進組織にはデジタル分野に精
通する団体・有識者等の参画を求めることが重要である旨が追記。

３ デジタル担当部局との連携の重要性についての記載を追加
…地方創生担当部局やデジタル担当部局をはじめとした庁内の各部局が連携して
総合的に対応するよう追記。

４ 地方版総合戦略の名称の例示，期間等を追加
…地方版総合戦略の名称」という項目を設ける。名称については，地域の実情に応じ
て設定することが適切としつつ，以下の名称が例示された。

(例）・○○市デジタル田園都市国家構想総合戦略
・○○市デジタル 田園都市構想総合戦略
・○○市デジタル田園都市国家構想の実現に向けたまち・ひと・しごと創生総合戦略

また，国の総合戦略の期間（R5～R9）を勘案したうえで設定に努めるよう記載。

５ これまでの地方創生の取組との関係に関する説明追加
…これまでの様々な地域の社会課題解決・魅力向上に向けた取組を今後はデジタル
の力を活用して継承・発展させていくことが肝要である旨を記載。

６ 地域ビジョンに関する記載を追加
…新たに「地域ビジョンの再構築」という項目を設け，地域においても，社会課題解決
を図るために自らの地域ビジョン（地域が目指すべき理想像）を再構築したうえで
地方版総合戦略を改訂し，具体の取組を推進することが重要である旨を記載。

７ デジタル技術を活用した特徴的事例（例示）追加
…手引き内の各項目に記載している特徴的事例（例示）に，デジタル技術を活用した
ものを追加。

（参考）手引きで例示された地方版総合戦略の骨格
新たに「地域ビジョ
ンの再構築」という
項目が設けられた。
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(仮称）第３期高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

名称

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10  
     

2011 高知市総合計画 前期基本計画 後期基本計画 

     

第１次 第２次 第３次実施計画 第１次 第２次実施計画 第３次 
     

 人口ビジョン 
     

 第１期総合戦略 第２期総合戦略 本戦略（仮） 

（仮称）「第３期（2024～2028年度） 高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略 ーデジタルを推進力に，豊かな生活と持続的に発展するまちを目指してー 」

＜名称設定の考え方＞
地方版総合戦略の策定根拠となる「まち・ひと・しごと創生法」の目的・基本理念にのっとり，まちづくり・ひとづくり・しごとづくりという人口減少克服に向けた重要な３つの視
点を継承・発展していくため，第３期目の「高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略」として策定，引き続き戦略に基づく各施策を推進する。
また，国の「デジタル田園都市国家構想」の趣旨も踏まえ，本市においてもデジタルを推進力に，戦略における取組の加速化を図り，市民の暮らしの充実，本市の発展につ
なげる。

令和６年度から令和10年度までの５年間を予定

現行の第２期総合戦略の終期を１年前倒し，令和６年度を始期とする
総合戦略を新たに策定する。

＜ＤＸ推進本部との連携＞
総合戦略の策定・進行管理を担う「まち・ひと・

しごと創生本部」と，DXの推進を図る「DX推進
本部※」の連携により，次期総合戦略におけるデ
ジタル関連の取組を推進する。

※ＤＸ推進本部とは
DXを全庁的に戦略的に推進していくため，市

長を本部長とする「高知市DX推進本部」を令和
３年２月に設置。行政手続のオンライン化やテレ
ワークの推進など，テーマごとに取組を進めてき
た。

＜ 推進体制のイメージ図 ＞

計画期間

推進体制
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情報システムの標準化・共通化

マイナンバーカード普及促進

行政手続のオンライン化

AI・RPAの推進

テレワークの推進

オープンデータの推進

その他，BPRの取組の見直し
（書面・押印・対面）

PT（プロジェクト・チーム）を設置しつつ
DXに繋がる取組を推進

＜ DX推進本部の主な取組 ＞



基

本

方

針

１地産外商，観光振興等
による産業活性化と安定し
た雇用の創出

２新しい人の流れをつくる

３若い世代の結婚・妊娠・出
産・子育ての希望を実現する，
女性の活躍の場を拡大する

４バランスの取れた県都のまち
づくりと地域間の連携により安
心なくらしを守る

しごとづくり

ひとづくり／ひとの流れづくり

ひとづくり／少子化対策

まちづくり

①地産の強化を図る～農林漁業等の振興～

②外商の強化を図る～新市場開拓・販路拡大～

③外商の強化を図る～観光振興～

④企業誘致や雇用創出など働ける環境づくり

⑤ 移住促進と受入体制の強化

⑥居住環境の整備

⑦特色ある教育による地域の活性化

⑧若者の地元定着に向けた取組

⑨安心して妊娠・出産できる環境づくり

⑩ 安心して子育てできる環境づくり

⑪将来家庭を築くための支援

⑫ワーク・ライフ・バランスの推進

⑬産学官民連携の推進

⑭コンパクトなまちづくり

⑮地域コミュニティの活性化

⑯いきいき安心の社会づくり

⑰著しい少子高齢化に対応する取組

基

本

目

標
（
数

値

目

標
）

基

本

的

方

向

※デジタル技術の活用など，
国の戦略を勘案して見直し

施

策
（
重
要
業
績
評
価
指
標
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）

見直し

(仮称）第３期高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」では，第２期総合戦略の①地方に仕事をつくる，②人の流れをつくる，③結婚・出産・子育ての希望を叶える，
④魅力的な地域をつくるという４つの基本目標について．デジタルの力を活用して地方の社会課題解決に向けた取組を加速化・深化することとされている。
本市においても，第２期総合戦略の４つの基本目標に対し，それぞれの基本的方向や施策・具体的取組事業にデジタルの力を活用しながら，取組の充実

化を図る。

事

業

見直し
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(仮称）第３期高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

基本方針（案）

人口減少や少子高齢化の進行により，地域経済の縮小などがもたらされる厳しい状況下にあっても，市民が多様な暮らしや幸せを実現し，地

域に愛着と誇りを持ち，将来にわたって住み続けたい・戻ってきたいと思える，持続的に発展するまちを目指します。

実現にあたっては，デジタル化を推進力に，地域の産業振興や雇用を創出し，多様な人が関わり合い，安心して出産・子育てが実現できる，住

みやすいまちづくりに向けた地方創生の取組の展開を図ります。

また，SDGｓやグリーンの推進といった潮流を正しく捉え，県や県内市町村との広域連携による相乗効果の発揮を図るとともに，大学，金融機

関，住民などの多様な主体とも共創し， 戦略的に取り組みます。

7

基本方針

国の改訂手引きで示された，自治体が抱える社会課題解決を図るための「地域ビジョン(地域が目指すべき理想像）」として， （仮称）第３期
高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略において，将来像及びその実現に向けた方向性を示す「基本方針」を定めることとする。

＜ （仮称）第３期高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略における基本方針の考え方について＞

第２期総合戦略で主な方向性として位置付けた「若い世代を中心に，人生のライフステージに応じた，切れ目のない取組となる仕組みづくり（地元定着）」
や「県外へ転出した若い世代に対しても，「高知に戻りやすい環境」を整えることで，ＵＩＪターンによる人の流れができる仕組みづくり（移住促進）」などの基
本的な考え方は引き続き継承することとし，基本方針として盛り込むこととする。

１ 第２期総合戦略の継承

デジタル化により，経済，社会，そして産業構造の急速な変革期を迎え，我が国の目指す未来社会（Society5.0）が到来しつつある中，国は，「デジタル
田園都市国家構想」を掲げ，デジタル技術の活用により，地域の個性を活かした社会課題の解決や魅力向上を図り，地域活性化を加速化・深化すること
を目指している。

２ デジタル技術等の活用

本市においても，地方創生に向けた様々な分野の取組においてデジタル技術の活用・検討を進めることで，取組の加速化を図る。

また，総合戦略の推進にあたっては， 社会情勢の変化等も的確に捉えつつ，地域間連携や多様な主体と連携して取り組む。



第２期総合戦略

計画期間 ： ５年（2020（R2）年度～2024（R6）年度）

（個別戦略）

基本目標１ 地産外商、観光振興等による産業活性化と安定した雇用の創出

数値目標
○個人市民税納税義務者数 ○個人市民税納税義務者の総所得金額

○製造品出荷額等 ○県外からの観光入込客数

基本的方向

①地産の強化を図る～農林漁業等の振興～

②外商の強化を図る～新市場開拓・販路拡大～

③外商の強化を図る～観光振興～

④企業誘致や雇用創出など働ける環境づくり

基本目標２ 新しい人の流れをつくる

数値目標 ○県外からの移住組数 ○15～24歳の県外への転出超過数

基本的方向

①移住促進と受入体制の強化

②居住環境の整備

③特色ある教育による地域の活性化

④若者の地元定着に向けた取組

基本目標３ 若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望を実現する、女性の活躍の場を拡大する

数値目標 ○合計特殊出生率 ○出生数

基本的方向

①将来家庭を築くための支援

②安心して妊娠・出産できる環境づくり
③安心して子育てできる環境づくり
④ワーク・ライフ・バランスの推進

基本目標４ バランスの取れた県都のまちづくりと地域間の連携により安心なくらしを守る

数値目標 ○今後も高知市に住み続けたいと思う市民の割合

基本的方向

①広域連携の推進

②コンパクトなまちづくり

③地域コミュニティの活性化

④いきいき安心の社会づくり

⑤著しい少子高齢化に対応する取組

４つの基本目標に基づき，デジタル技術の要素を取り入れながら基本的方向や施策等の充実化を図る。
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基本目標・基本的方向・施策等

(仮称）第３期高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

デジタル技術の活用等を踏まえて基本的方向・施策
等について，見直しを図る。
国・県の動向も踏まえて新たな方向性の追加も検討。

デジタル技術の活用により，地方創生の取組をより深化・
加速化させていくために，デジタルデバイド対策やマイナン
バーカードの普及・活用など，デジタル実装の下支えとなる
デジタル基盤の整備等について方針等に記載する。

＋
デジタル基盤の整備

基本的方向・施策等の見直し

（仮称）第３期総合戦略

施策・事業

施策・事業

施策・事業

施策・事業



本市におけるデジタル関連の取組について

基本目標１ 関連

基本目標２ 関連

〇 オンラインを活用した移住相談の機会の提供

〇 学校におけるICTを活用した新たな学びを推進

本市では，令和３年度に生徒一人につき１台タブレットPCの整備やインターネット回線などの環境整備を行っている。
ウェブ会議や学習支援ツール，デジタルドリルなど効果的にICTを活用しながら，児童生徒の新たな学びを推進する。

〇 デジタルプロモーションの推進

オンライン移住体験ツアーやオンライン交流イベントなどを開催することにより，遠方からでも気軽に相談可能な環境ができること
で，移住相談の機会創出につながった。

＜開催実績＞
オンライン相談件数 20件
よさこい移住応援隊とのオンラインイベント ２回開催 累計24名参加

〇 地方創生テレワークの推進
令和３・４年度に市内に新設されたシェアオフィス拠点施設の整備・運営支援を実施し，地方創生テレワークの推進を図った。

〇 事業所におけるデジタルツール等の活用支援

令和２年度にコロナ克服に向けた国の財政支援等も活用し，中小企業等がテレワークを導入するための費用を一部助成した。
また，令和５年６月策定予定の高知市中小企業・小規模企業振興戦略プランにも位置付けられる取組の一つとして，事業所における
デジタルツール活用に係る講座等の開催など，導入に向けた支援を今後検討・実施予定。

れんけいこうち広域都市圏の取組の一環として，観光客の周遊を促進するため，高知県内市町村の魅力や観光情報を効果的に発信する
デジタルプロモーションを実施予定。

〇 伝統産業事業者の作品のECサイトによるPR
れんけいこうち広域都市圏の取組の一環として，高知県内市町村の伝統的産品等の知名度の向上や新規顧客開拓に
つなげるため，令和４年度にハンドメイド品ECサイト「Creema」内に商品を出品。
令和５年度は特集ページのPRを実施予定。

〇 中小企業等のECサイト開設支援
令和２，３年度に，中小企業等が新たにECサイト等を活用して販路開拓・拡大を目指す取組に対して，支援を実施。
計67事業者に対して助成を行い，企業等の販路開拓・拡大の一助となった。
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・ LINE広報（令和３年12月～）
子育て・防災・福祉・イベントなど，一人ひとりの希望や属性に応じた情報発信や市道の異常などの通報機能などを搭載。（令和５年４月１日現在 友だち登録18,153人）

・ コンビニ交付サービスの開始（令和４年３月～）
全国のコンビニに設置されたマルチコピー機で住民票の写しと印鑑登録証明書の取得が可能となり，市民サービスの質の向上につながっている。

※上記のほか，マイナポータルでの行政手続の電子申請受付を開始している。今後は，「書かないワンストップ窓口」など，他自治体での先進事例を参考として，
導入に向けて検討を進める。

その他の取組

〇 保育業務のデジタル化（令和４年度～）

各保育所

〇 保育業務支援システムの導入
・ QRコードによる打刻等で園児の出席状況を把握

・ フォーマット入力による保育計画や
保育・保健記録の作成

・ 保護者アプリによる連絡

〇 保育園入所等申込手続の予約
・ 高知県のシステムを利用したインターネット予約を導入

〇 保育園入所等申込手続の予約
・ マイナンバーカードを利用したオンライン手続による

保育所等への入所申込受付
・ 各種書類のオンライン化

〇 RPAによるシステム入力作業の自動化
・ 保育料等の日割計算による減免に係る

システム入力作業のRPA導入

〇 保育所AI選考
・ 保育料等の入所選考にAIを導入

基本目標３ 関連

基本目標４ 関連

〇 図書館におけるマイナンバーカードの活用

保育業務支援システムの導入や窓口手続をオンライン化等することにより，保育士や保護者の負担軽減を図り，保育の質の向上につなげる。

窓口手続（入所関係） 内部事務作業の効率化

県市が共同で運営しているオーテピア高知図書館をはじめ高知市民図書館６分館・１５分室において，マイナンバーカードやスマートフォンで本の貸出
や予約が可能となった。

〇 スマートヘルスケアの推進
過疎地域であり，市内でも特に人口減少が著しい鏡梅ノ木地域において，デジタル技術を活用して，日々の健康管理を行う取組を実験的に実施した。
地域住民に配布した活動量計や集落活動センター梅の木に設置した計測機器でデータを収集し，健康状態の見える化を図るとともに，計測したデータ
を活用して遠隔での健康相談を行う仕組みを構築した。

（ 事業開始年月：令和５年３月～ 事業参加申込者数： 19人 ）

〇 人と人，人と自然とのつながりを可視化する電子地域ポイントシステムの活用
鏡川流域の「自然と人」，「人と人」をつなぐ関係人口の創出と，地域のコミュニケーションを促進するため，スマホアプリ「まちのコイン」を活用。

（ 事業開始年月：令和４年３月～ 電子地域ポイントシステム利用回数： 2,１０３回/年※R5.4時点）

〇 Wi-Fi環境整備による地域活動の推進
ふれあいセンター等の貸館向けにWi-Fi環境の提供を開始し，業務効率化及び地域活動を後押ししている。

（ 事業開始年月：令和５年１月～ ）
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本市におけるデジタル関連の取組について

（ 事業開始年月：令和５年１月５日～ マイナンバーカードの登録者数： 421人 ）


